
特記仕様書（総括表） 
 

１．総  則    この特記仕様書は、危機管理課が作成する市川市地域防災計画について、必要な事項 
を定めることを目的とする。 

 
２．件  名    市川市地域防災計画（震災編）、（風水害等編）、（大規模事故編）の印刷製本 
 
３．品  名    ⑴ 市川市地域防災計画（震災編） 
            ⑵ 市川市地域防災計画（風水害等編） 
            ⑶ 市川市地域防災計画（大規模事故編） 
 
４．納入場所   市川市 危機管理室 危機管理課 
 
５．納入期限   令和４年 10月 31日（月） 
 
６．担当部署   市川市 危機管理室 危機管理課 
 
７．印刷部数   ⑴ 市川市地域防災計画（震災編）     500部 
            ⑵ 市川市地域防災計画（風水害等編）  500部 
            ⑶ 市川市地域防災計画（大規模事故編） 500部 
 
８．入稿方法   Microsoft Word による電子データでの入稿とする。 
 
９．校   正   ⑴ 文字校正 回数︓2回  出力部数各 1部 
            ⑵ 色校正 回数︓1回  出力部数各 1部（カラー4色刷ページのみ） 
 
10．印刷データ  PDF形式のデータ及びMicrosoft Word形式のデータを、ウイルスチェックを行った後、 

CD-R で納品すること。印刷データの著作権は納品時に市川市へ譲渡されるものとする。 
 

11．納   品   開封しやすいように紙に包み、ダンボール箱等に入れて納品すること。 
 
12．そのほか    ⑴ 受注者は、本契約の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他 

の目的に使用してはならない。また、本契約の履行による個人情報の取扱いに当 
たっては、市川市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することの 
ないよう努めなければならない。 

⑵ その他不明な点は、担当課職員及び契約課職員と協議し、指示に従うものとする。 
⑶ この特記仕様書に定めのない事項については、印刷製本請負契約書（「印刷製本 

請負契約約款」及び「市川市物品調達標準仕様書」を含む。）に定めるとおりと 
する。 

            ⑷ 受注者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 



 個別仕様書１   市川市地域防災計画（震災編） 
 
１．品  名    市川市地域防災計画（震災編） 
 
２．規  格    ⑴ ページ数 約 160 ページ 
            ⑵ サイズ  A4判（ただし、約 5ページ分は A3判） 
            ⑶ 色  1色刷り（ただし、約 10ページ分はカラー4色刷り） 
            ⑷ 紙質  ①表紙 レザック 66 175kg 
                  ②本文 再生上質紙 44.5kg 
                             ※調達困難な場合は、担当課と協議の上、 
                               再生紙以外の紙質でも可とする。 
            ⑸ 綴じ方 無線綴じ 
 
 

 個別仕様書 2   市川市地域防災計画（風水害等編） 
 
１．品  名    市川市地域防災計画（風水害等編） 
 
２．規  格    ⑴ ページ数 約 180 ページ 
            ⑵ サイズ  A4判（ただし、約 5ページは A3判） 
            ⑶ 色  1色刷り（ただし、約 10ページ分はカラー4色刷り） 
            ⑷ 紙質  ①表紙 レザック 66 175kg 
                  ②本文 再生上質紙 44.5kg 
                             ※調達困難な場合は、担当課と協議の上、 
                               再生紙以外の紙質でも可とする。 
            ⑸ 綴じ方 無線綴じ 
 
 

 個別仕様書 3   市川市地域防災計画（大規模事故編） 
 
１．品  名    市川市地域防災計画（大規模事故編） 
 
２．規  格    ⑴ ページ数 約 60ページ 
            ⑵ サイズ  A4判 
            ⑶ 色  1色刷り 
            ⑷ 紙質  ①表紙 レザック 66 175kg 
                  ②本文 再生上質紙 44.5kg 
                             ※調達困難な場合は、担当課と協議の上、 
                               再生紙以外の紙質でも可とする。 
            ⑸ 綴じ方 無線綴じ 
 


